
発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(49／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 
 

第2.2.3-1図(1/3) 支持構造物の選定フロー 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おける支持構造物

の選定方法は先行

炉 (PWR)同様の対

応として，定ピッチ

スパン法及び多質

点系はりモデルを

用いた解析による

配管設計を行って

おり，支持構造物の

選定フローが両設

計を踏まえた内容

となっているため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おける二重配管ガ

イドは，配管軸直角

方向の拘束を持つ

ことから，レストレ

イントとして種別

しているため，新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(50／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
 

第 2.2.3-1 図(2/3) 支持構造物の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49/268 ページに示

し て い る フ ロ ー

(1/3)のうち，④の

フローにおける支

持装置選定の詳細

を記載したもので

あり，内容として，

定ピッチスパン法

についての支持構

造物の選定方法を

記載したものであ

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おける二重配管ガ

イドは，配管軸直角

方向の拘束を持つ

ことから，レストレ

イントとして種別

しているため，新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(51／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
 

第2.2.3-1図(3/3) 支持構造物の選定フロー 

 

 49/268 ページに示

し て い る フ ロ ー

(1/3)，⑤～⑧のフ

ローにおける支持

装置選定の詳細を

記載してものであ

り，内容として，多

質点系はりモデル

を用いた解析にお

ける支持構造物の

選定方法を記載し，

具体的な支持装置

が選定出来るよう，

より詳細な選定方

法を記載したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(52／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.2.4  支持構造物の設計において考慮すべき事項 

支持構造物は支持装置，支持架構・付属部品及び埋込金物に分類さ

れ，それぞれの設計方針を2.3項，2.4項及び2.5項に示す。なお，支持

装置はロッドレストレイント，オイルスナバ，メカニカルスナバ及び

スプリングハンガを，支持架構は架構式レストレイントを，付属部品

はラグ，Uボルト等を示し，以下の点を考慮して設計する。 

 

 

 

(1) 支持装置及び付属部品は，配管の地震荷重，自重，熱荷重等によ

る支持点荷重が，使用される支持装置の定格荷重又は付属部品の最

大使用荷重以下となるよう選定する。 

 

(2) 支持架構は，配管の地震荷重，自重，熱荷重等による支持点荷重

から求まる支持架構に生じる応力が，許容応力以下となるよう構造

を決定する。 

 

(3) 地震荷重を拘束しないスプリングハンガ以外の支持構造物は，建

物・構築物と共振しないように十分な剛性を持たせるものとする。 

 

(4) 支持構造物は点検の容易な構造とする。 

 

(5) 原則として，支持構造物は，埋込金物より建屋側へ荷重を伝える

構造とする。 

 

(6) 支持構造物の設計に当たっては，JSME S NC1に従い熱荷重，自重

等に対して十分な強度を持たせるとともに，JEAG4601に従い，地震

荷重に対して十分な強度を持たせるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  支持装置の設計 

2.3.1  概要 

支持装置は，型式ごとに基本形状が決まっており，配管の地震荷重，

自重，熱荷重等による支持点荷重と型式ごとに設定される定格荷重の

比較による荷重評価によって選定する。 

 

2.3.2  支持装置の選定 

支持装置は，以下の条件により選定する。 

(1) ロッドレストレイント 

支持点荷重に基づき，定格荷重で選定する。 

 

(2) オイルスナバ及びメカニカルスナバ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

4.2 基本原則（Ⅴ-2-1-12-1） 

4.2.1 支持構造物の設計において考慮すべき事項 

支持構造物は，以下の点を考慮して設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 支持装置及び付属部品は，配管系の地震荷重，自重，熱荷

重等による支持点荷重が，使用される支持装置の定格荷重又は

付属部品の最大使用荷重以下となるよう選定する。 

 

(2) 支持架構は，配管系の地震荷重，自重，熱荷重等による支

持点荷重から求まる支持架構に生じる応力が，許容応力以下と

なるよう構造を決定する。 

 

(3) アンカ及びレストレイントとなる支持構造物は，建屋と共

振しないように十分な剛性を持たせるものとする。 

 

(4) 支持構造物は点検の容易な構造とする。 

 

(5) 原則として，支持構造物は，埋込金物より建屋側へ荷重を

伝える構造とする。 

 

(6) 支持構造物の設計に当たっては，発電用原子力設備規格

（設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む）） ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＣ１-2005/2007）（日本機械学会 2007年9 月）（以下

「設計・建設規格」という。）に従い熱荷重，自重等に対して十

分な強度を持たせるとともに，原子力発電所耐震設計技術指針

（重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１・補－1984，ＪＥ

ＡＧ４６０１－1987 及びＪＥＡＧ４６０１－1991追補版）（日

本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59 年9 月，昭和62 

年8 月及び平成3 年6 月）（以下「指針」という。）に従い，地

震荷重に対して十分な強度を持たせるものとする。 

 

4.3 支持装置の設計 

4.3.1 概要 

支持装置は，型式ごとに基本形状が決まっており，配管系の地

震荷重，自重，熱荷重等による支持点荷重と型式ごとに設定さ

れる定格荷重の比較による荷重評価によって選定できる。 

 

4.3.2 支持装置の選定 

支持装置は，以下の条件により選定する。 

(1) ロッドレストレイント 

支持点荷重に基づき，定格荷重で選定する。 

 

(2) オイルスナッバ，メカニカルスナッバ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

 

 

 多質点系はりモデ

ル及び標準支持間

隔法で設計する配

管の支持構造物に

対する種類を明記

したものであるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

・MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持構造物の考慮

事項を記載したも

のであり，MOX 燃料

加工施設で適用す

る支持構造物は地

震荷重を拘束する

支持構造物のほか，

地震荷重を拘束し

ないスプリングハ

ンガを用いている

ことから，適用範囲

について明記して

いるためであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(53／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

(3) スプリングハンガ 

 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各支持装置の定格荷重及び主要寸法を第2.3.2-1表～第2.3.2-5表に示

す。 

なお，本表に示す型式及び定格荷重は代表的な支持装置を示したもの

であり，記載のない型式であっても，同様に設定されている定格荷重に

より選定を行う。 

 

第2.3.2-1表 ロッドレストレイントの定格荷重及び主要寸法 

型 式 

定格 

荷重 

(kN) 

主要寸法(mm) 

Ａ 
Ｄ ｄ 

最 小 最 大 

06 6 450 1,750 34.0 20 

1 10 450 2,000 42.7 20 

3 30 520 2,400 60.5 30 

6 60 550 2,700 76.3 36 

10 100 650 2,950 89.1 42 

16 160 720 3,400 114.3 56 

25 250 770 3,800 139.8 64 

                            

 
 

 

(3) スプリングハンガ，コンスタントハンガ及びリジットハン

ガ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各支持装置の定格荷重及び主要寸法を表4－1～表4－7に示す。 

なお，本表に示す型式及び定格荷重は代表的な支持装置を示し

たものであり，記載のない型式であっても，同様に設定されて

いる定格荷重により選定を行う。 

 

 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おける支持構造物

のうちハンガにつ

いては，MOX 燃料加

工施設にて過大な

熱変位が生じる配

管が無いことから，

汎用的に用いるス

プリングハンガの

みを適用している

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものである。 

 

 

 Ａ 

φ
Ｄ

 ｄ
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(54／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-2 表 オイルスナバの定格荷重及び主要寸法 

 

 
 

 
 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものである。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(55／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-3 表 メカニカルスナバの定格荷重及び主要寸法 

 

 

 
 

 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものである。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(56／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-4 表 スプリングハンガの定格荷重 

 

型 式 

トラベルシリーズ 

1 2 4 L2 L4 

荷重範囲(kN) 

16 18.51～30.52 13.51～30.52 

19 44.72～72.96 32.95～72.96 

 最大トラベル(mm) 

16,19 30 60 120 85 170 

                                                       

 

 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものである。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(57／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-5 表 スプリングハンガの主要寸法 

 

型 式 

主要寸法(mm) 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ トラベルシリーズ 

1 2 L2 4 L4 

16 30 240 345 370 590 640 258 

19 48 315 450 475 770 820 328 

                             

 

 
 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(58／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(59／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(60／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(61／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(62／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，リジットハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(63／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.3.3  支持装置の使用材料 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は，JSME S NC1 付

録材料図表Part1に従うものとする。 

 

2.3.4  支持装置の強度及び耐震評価方法 

支持装置及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

 

2.3.4.1  定格荷重 

支持装置の定格荷重は，JSME S NC1及びJEAG4601を満足するよう設

定されたものであり，支持点荷重を上回る定格荷重が設定されている

支持装置を選定することで，十分な強度及び耐震性が確保される。 

 

 

2.3.4.2  支持装置の強度計算式 

2.3.4.2.1  記号の定義 

支持装置の強度計算式に使用する記号は，下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 支持装置の使用材料 

設計・建設規格の適用を受ける箇所に使用する材料は，設計・

建設規格 付録材料図表Part1 に従うものとする。 

 

4.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示

す。 

 

(1) 定格荷重 

支持装置の定格荷重は，設計・建設規格及び指針を満足するよ

う設定されたものであり，支持点荷重を上回る定格荷重が設定

されている支持装置を選定することで，十分な強度及び耐震性

が確保される。 

 

(2) 支持装置の強度計算式 

a. 記号の定義 

支持装置の強度計算式に使用する記号は，下記のとおりとす

る。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(64／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(1) ロッドレストレイント 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置の記号に

ついて記載したも

のであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(65／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(2) オイルスナバ及びメカニカルスナバ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置の記号に

ついて記載したも

のであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(66／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置の記号に

ついて記載したも

のであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(67／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(3) スプリングハンガ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置の記号に

ついて記載したも

のであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(68／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(69／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，リジットハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(70／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.3.4.2.2  強度計算式 

支持装置の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対するもの

であり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算する。 

 

 

(1) ロッドレストレイント 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力(又は圧

縮応力)，せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出し，許容

応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①ブラケット，②ピン，③スヘリカルアイボルト，④アジャス

トナット溶接部，⑤パイプ及び⑥クランプ 

 

 
 

 

b. 各部材の計算式 

(a) ブラケット(①)及びクランプ(⑥) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

b. 強度計算式 

支持装置の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対する

ものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算

できる。 

 

(a) ロッドレストレイント 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力（又は

圧縮応力），せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

イ. 強度部材 

①ブラケット，②パイプ，③アジャストナット溶接部，④クラ

ンプ，⑤ピン，⑥スヘリカルアイボルト 

 

 
 

 

ロ. 各部材の計算式 

（イ） ブラケット（①）及びクランプ（④） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(71／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
 

 

 

 

 

(b) ピン(②) 

Ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 
 

(c) スヘリカルアイボルト(③) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（ニ） ピン（⑤） 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

（ホ） スヘリカルアイボルト（⑥） 

ⅰ 穴部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(72／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) アジャストナット溶接部(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
ⅱ ボルト部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（ハ） アジャストナット溶接部（③） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロッドレストレイ

ントのスヘリカル

アイボルトにおけ

る耐震評価部位と

してはボルト部，穴

部がある。MOX 燃料

加工施設の記載と

してはボルト部は

穴部に比べ引張荷

重に対する有効断

面積が大きくなり

応力比が小さくな

ることから，穴部を

代表として記載し

ているため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(73／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(e) パイプ(⑤) 

Ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

許容圧縮応力 

 

 

 

 
 

（ロ） パイプ（②） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 
 

 

許容圧縮応力 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(74／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(2) オイルスナバ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引張

応力(又は圧縮応力)及び支圧応力を次の計算式により算出し，許容

応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①シリンダチューブ，②ピストンロッド，③シリンダカバー，

④タイロッド，⑤六角ボルト，⑥ターンバックル，⑦スヘリカル

アイボルト，⑧アダプタ，⑨コネクティングパイプ，⑩ピン，⑪

クランプ及び⑫ブラケット 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

b. 各部材の計算式 

(a) シリンダチューブ(①) 

Ⅰ 引張応力評価 

内圧により生じる引張応力が，許容引張応力以下であるこ

とを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(b) オイルスナッバ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

イ. 強度部材 

①シリンダチューブ，②ピストンロッド，③シリンダカバー，

④タイロッド，⑤イーヤ，⑥六角ボルト，⑦ロッドエンド，⑧

アダプタ，⑨コネクティングパイプ，⑩クランプ，⑪ブラケッ

ト，⑫ピン 

 

 
 

 

ロ. 各部材の計算式 

（イ） シリンダチューブ（①） 

ⅰ 引張応力評価 

内圧により生ずる引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置に対する

内容を記載したも

のであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(75／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(b) ピストンロッド(②) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(c) シリンダカバー(③) 

Ⅰ せん断応力評価 

内圧により生じるせん断応力が，許容せん断応力以下であ

ることを確認する。 

 

 

 
 

(d) タイロッド(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ロ） ピストンロッド（②） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

（ハ） シリンダカバー（③） 

ⅰ せん断応力評価 

内圧により生ずるせん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

 
 

（ニ） タイロッド（④） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(76／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
（ホ） イーヤ（⑤） 

ⅰ 穴部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(77／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (e) 六角ボルト(⑤) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（へ） 六角ボルト（⑥） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

（ト） ロッドエンド（⑦） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(78／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(f) ターンバックル(⑥) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

(g) スヘリカルアイボルト(⑦) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(79／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(h) アダプタ(⑧)  

 

Ⅰ 引張応力評価 

アダプタ及び溶接部の引張応力が，許容引張応力以下であ

ることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(i) コネクティングパイプ(⑨) 

Ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

 

許容圧縮応力 

 

 

 

 

 

（チ） アダプタ（⑧） 

ⅰ 本体 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

（リ） コネクティングパイプ（⑨） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おけるアダプタの

溶接部は，せん断応

力が作用しない突

合せ溶接により溶

接していることか

ら，せん断応力評価

を必要としないた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(80／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j) ピン(⑩) 

Ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

（ル） ピン（⑫） 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(81／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(k) クランプ(⑪)及びブラケット(⑫) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

（ヌ） クランプ（⑩）及びブラケット（⑪） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(82／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (3) メカニカルスナバ 

応力評価は，次の強度部材である最弱部に発生する引張応力(又

は圧縮応力)，せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出し，

許容応力以下であることを確認する。 

 

 

a. 強度部材 

①イーヤ，②ロードコラム，③ケース，ベアリング押さえ及び

六角ボルト，④ジャンクションコラムアダプタ，⑤コネクティン

グチューブ，⑥クランプ，⑦コネクティングチューブイーヤ部，

⑧ピン，⑨ユニバーサルボックス，⑩ユニバーサルブラケット，

⑪ダイレクトアタッチブラケット 

 

 
 

b. 各部材の計算式 

(a) イーヤ(①) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) メカニカルスナッバ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力（又は

圧縮応力），せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

 

イ. 強度部材 

①ブラケット，②ジャンクションコラムアダプタ，③ロードコ

ラム，④クランプ，⑤ピン，⑥コネクティングチューブ，⑦ケ

ース，ベアリング押え及び六角ボルト，⑧イーヤ，⑨ユニバー

サルボックス，⑩コネクティングチューブイーヤ部，⑪ユニバ

ーサルブラケット 

 

 

 
 

 

 

 

 

ロ. 各部材の計算式 

（ト） イーヤ（⑧） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置の内容に

ついて記載したも

のであるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(83／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

(b) ロードコラム(②) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(c) ケース，ベアリング押さえ及び六角ボルト(③) 

Ⅰ ケース 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

（ハ） ロードコラム（③） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（ヘ） ケース，ベアリング押え及び六角ボルト（⑦） 

ⅰ ケース 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(84／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

Ⅱ ベアリング押え 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

(Ⅱ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

Ⅲ 六角ボルト 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

ⅱ ベアリング押え 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

（ⅱ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅲ 六角ボルト 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

901



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(85／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

(d) ジャンクションコラムアダプタ(④) 

Ⅰ 六角ボルト 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（ロ） ジャンクションコラムアダプタ（②） 

ⅰ 六角ボルト 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価（本体型式06及び1） 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

（ⅱ） 引張応力評価（本体型式3～25） 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おけるジャンクシ

ョンコラムアダプ

タの溶接部は，発電

炉の型式 06 及び 1

と同様，すみ肉溶接

により溶接してい

ることから，引張応

力評価を必要とし

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(86／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(e) コネクティングチューブ(⑤) 

Ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

 

許容圧縮応力 

 

 

 

 

 

（ホ） コネクティングチューブ（⑥） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(87／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (f) クランプ(⑥)，コネクティングチューブイーヤ部(⑦)，ユニ

バーサルブラケット(⑩)，ダイレクトアタッチブラケット

(⑪) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

(g) ピン(⑧) 

Ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

（イ） ブラケット（①），クランプ（④），コネクティングチ

ューブイーヤ部（⑩）及びユニバーサルブラケット（⑪） 

 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

（ニ） ピン（⑤） 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置に対する

内容を記載したも

のであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(88／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(h) ユニバーサルボックス(⑨) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

（チ） ユニバーサルボックス（⑨） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(89／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (4) スプリングハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引張

応力，曲げ応力，支圧応力及び組合せ応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①イーヤ，②上部カバー，③バネ座(ピストンプレート)，④ハ

ンガロッド，⑤スプリングケース，⑥下部カバー，⑦ターンバッ

クル，⑧クレビスブラケット，⑨ピン，⑩アイボルト，⑪クラン

プ 

 

 
 

 

 

b. 各部材の計算式 

(a) イーヤ(①) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(d) スプリングハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

イ. 強度部材 

①イーヤ，②上ブタ，③ばね座（吊り型），④ハンガロッド，⑤

ケース，⑥下ブタ，⑦ターンバックル，⑧クレビス，⑨ピン，

⑩ロッド，⑪ロードコラム，⑫ばね座（置き型） 

 

 
 

 

 

ロ. 各部材の計算式 

（イ） イーヤ（①） 

ⅰ 穴部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持装置に対する

内容を記載したも

のであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(90／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

Ⅱ イーヤ溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

(b) 上部カバー(②) 

Ⅰ 本体 

 

 

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

（ロ） 上ブタ（②） 

ⅰ 本体 

上部カバーに発生する曲げ応力を算出し，算出結果が許容曲げ

応力値以下であることを確認する。 

（ⅰ） 曲げ応力評価 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(91／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

(c) バネ座(ピストンプレート)(③) 

Ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

（ハ） ばね座（③） 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅲ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おけるバネ座は，発

電炉との形状の違

いから，せん断応力

評価，引張応力評価

は曲げ応力評価に

比べ応力比が小さ

くなるため，曲げ応

力評価を代表とし

て記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(92／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(d) ハンガロッド(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

(e) スプリングケース(⑤) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ） ハンガロッド（④） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

（ホ） ケース（⑤） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(93／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(f) 下部カバー(⑥) 

Ⅰ 本体 

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

（ヘ） 下ブタ（⑥） 

ⅰ 本体 

（ⅰ） 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(94／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (g) ターンバックル(⑦) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(h) クレビスブラケット(⑧)，クランプ(⑪) 

Ⅰ 本体 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

（ト） ターンバックル（⑦） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（チ） クレビス（⑧） 

ⅰ 本体 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(95／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 Ⅱ クレビスブラケット溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

(i) ピン(⑨) 

Ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認す

る。 

 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

（リ） ピン（⑨） 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(96／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  （ヌ） ロッド（⑩） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（ル） ロードコラム（⑪） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 
 

許容圧縮応力 

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(97／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
（ヲ） ばね座（⑫） 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(98／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(j) アイボルト(⑩) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ ボルト部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

  

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の型式の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(99／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  (e) コンスタントハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

イ. 強度部材 

①ばね座，②テンションロッド，③テンションロッドピン， 

④リンクプレート，⑤アジャストピン，⑥ロードブロックピン， 

⑦回転アーム，⑧アッパープレート，⑨イーヤ，⑩ピン， 

⑪ハンガロッド，⑫ターンバックル，⑬メインピン，⑭フレー

ム 

 

 
 

ロ. 各部材の評価式 

(イ) ばね座(①) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

(ロ) テンションロッド(②) 

ⅰ 本体 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(100／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅱ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅲ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(ハ) テンションロッドピン(③) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(101／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
(ニ) リンクプレート(④) 

ⅰ テンションロッド側穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ アジャストピン側穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(102／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(ホ) アジャストピン(⑤) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(103／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(ヘ) ロードブロックピン(⑥) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 
 

(ト) 回転アーム(⑦) 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(104／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

(チ) アッパープレート(⑧) 

ⅰ 本体 

(ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

(リ) イーヤ(⑨) 

ⅰ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(105／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

(ヌ) ピン(⑩) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 
 

(ル) ハンガロッド(⑪) 

 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(106／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 
 

 

(ヲ) ターンバックル(⑫) 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ワ) メインピン(⑬) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(107／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 
 

(カ) フレーム(⑭) 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，コンスタン

トハンガは適用し

ていないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(108／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  (f) リジットハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

イ. 強度部材 

①クレビスブラケット，②ターンバックル，③アイボルト，④

クランプ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，リジットハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(109／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
ロ. 各部材の評価式 

(イ) クレビスブラケット(①)及びクランプ(④) 

ⅰ 本体 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，リジットハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(110／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅲ ピン 

(ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅲ) 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，リジットハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(111／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  (ロ) ターンバックル(②) 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ハ) アイボルト(③) 

ⅰ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ ボルト部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，リジットハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(112／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.4  支持架構及び付属部品の設計 

2.4.1  概要 

配管の支持架構及び付属部品(ラグ，Uボルト等)は，配管の支持点荷

重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材料により定まる許容

応力の比較による応力評価又は 大使用荷重と支持点荷重の比較に

よる荷重評価により設計する。 

支持架構は，上記応力評価によるほか，特に機器配置，保守点検上

の配慮等を考慮して設計する必要があるため，その形状は多種多様で

ある。支持架構の代表構造例を第2.4.1-1図に示す。 

 

 

 
第 2.4.1-1 図 支持架構の代表構造例 

 

 

 

 

2.4.2  設計方針 

配管の支持架構は，非常に物量が多いことから，第2.4.1-1図に示す

基本形状ごとに，以下の要領で鋼材選定の標準化を図って設計に適用

する。 

(1) 配管の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材

料により定まる許容応力の比較による応力評価又は 大使用荷重

と支持点荷重の比較による荷重評価により設計する。 

 

(2) 支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い，発生応力が許

容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼，溝形鋼，H形鋼，角

形鋼等)を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 支持架構及び付属部品の設計 

4.4.1 概要 

配管系の支持架構及び付属部品（ラグ，Ｕボルト等）は，配管

系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材

料により定まる許容応力の比較による応力評価，又は， 大使

用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により設計する。 

支持架構は，上記応力評価によるほか，特に機器配置，保守点

検上の配慮などを考慮して設計する必要があるため，その形状

は多種多様である。支持架構の代表構造例を図4－1に示す。 

 

 

 
図4-1 支持架構の代表構造例 

 

 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-2-1-11） 

(2)支持架構の設計 

a.設計方針 

配管及び弁の支持架構は，非常に物量が多いことから，図4-3

「支持架構の基本形状例」に示す基本形状ごとに，以下の要領

で鋼材選定の標準化を図って設計に適用する。 

(a)配管系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と

使用材料により定まる許容応力の比較による応力評価，又は，

大使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により設計

する。 

(b)支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い，発生応

力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼，溝形鋼，

H形鋼，角形鋼，鋼管等)を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設の

支持架構の代表構

造例は先行炉（PWR）

と同様の構造例を

記載しているため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

929



    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(113／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
2.4.3  荷重条件 

支持架構の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組

合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

2.4.4  種類及び選定 

支持架構の選定要領を，第2.4.4-1図に示す。 

 

(1) 支持条件の設定 

配管の支持点と床，壁面等からの距離及び周囲の設備配置状況か

ら，第2.4.1-1図に示す支持架構の基本形状の中から適用タイプを

選定する。 

支持点荷重は，地震時や各運転状態で生じる荷重又は直管部標準

支持間隔における地震時の荷重を用いる。また，支持点荷重を低減

する必要のある場合は，実支持間隔による荷重を適用する。 

 

(2) 支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定 

地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。 

(3) 鋼材と諸設備間との配置調整 

決定した鋼材が，他の配管及び周囲の設備との干渉がないか確認

する。干渉がある場合は，支持架構の形状寸法又は基本形状の見直

しを行って，再度鋼材選定を行う。 

配管の支持架構の例を，第2.4.4-2図に示す。 

 

b.荷重条件 

支持架構の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c.種類及び選定 

支持架構の選定要領を，図4-4「支持架構の設計フロー」に示

す。 

(a)支持条件の設定 

配管の支持点と床，壁面等からの距離並びに周囲の設備配置状

況から，図4-3「支持架構の基本形状例」に示す支持架構の基本

形状の中から適用タイプを選定する。 

支持点荷重は，地震時や各運転状態で生じる荷重又は直管部標

準支持間隔における地震時の荷重を用いる。また，支持点荷重

を低減する必要のある場合は，実支持間隔による荷重を適用す

る。 

(b)支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定 

地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。 

(c)鋼材と諸設備間との配置調整 

決定した鋼材が，他の配管及び周囲の設備との干渉がないか確

認する。干渉がある場合は，支持架構の形状寸法又は基本形状

の見直しを行って，再度鋼材選定を行う。 

配管の支持架構の例を，図4-5「支持架構の例」に示す。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(114／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 
第 2.4.4-1 図 支持架構の設計フロー 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(115／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 
第 2.4.4-2 図 支持架構の例 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(116／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.4.5  支持架構及び付属部品の選定 

支持架構については，支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を

行い，発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼，溝

形鋼，H形鋼，角形鋼等)を決定する。 

付属部品については，支持点荷重が 大使用荷重を超えないように

使用する付属部品を選定する。 

 

 

 

 

 

設計荷重としての 大使用荷重を設定するに当たっては，様々な荷

重条件の組合せに適用できるように，設計上の配慮として各荷重成分

を同値として定めている。 

 

 

 

 

 

標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕様を第2.4.5-1表～第2.4.

5-9表に示す。 

なお，付属部品については， 大使用荷重を超える場合であっても

個別の評価により健全性の確認を行うことが可能である。 

 

第 2.4.5-1 表 支持架構の標準鋼材仕様 

 
 

4.4.2 支持架構及び付属部品の選定 

支持架構については，支持点荷重を条件とした強度及び耐震評

価を行い，発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼材

（山形鋼，溝形鋼，H形鋼，角形鋼，鋼管等）を決定する。 

付属部品については，支持点荷重が 大使用荷重を超えないよ

うに使用する付属部品を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕様を表4－8～表4－12

に示す。 

なお，付属部品については， 大使用荷重を超える場合であっ

ても個別の評価により健全性の確認を行うことが可能である。 

 

表4－8 支持架構の標準鋼材仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大使用荷重の各

荷重成分に対する

設定の考え方を明

記したため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(117／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 2.4.5-2 表 標準ラグの選定表 

 

型式 

大使用荷重＊ 

Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ 

(N) 

Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚ 

(N･m) 

S-3 

S-4 

S-6 

S-8 

S-10 

S-12 

S-14 

S-16 

S-18 

S-20 

S-22 

S-24 

S-26 

S-28 

注記 ＊：ラグは配管との取合い部を溶接で固定し 6方向荷重を

拘束する支持構造物であり，Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ及びＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚの

荷重が生じることから， 大使用荷重を設定するに当たっては，

様々な荷重条件の組合せに適用できるように， Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ及

びＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚを同一の値とする｡ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ラグの拘束方向に

ついて， 大使用荷

重の各荷重成分に

対する設定の考え

方を明記したため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 荷重方向について

は第2.4.5-3表の図

(119/268)に示す。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(118／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 2.4.5-3 表 標準ラグの主要寸法 

 

 

 
 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(119／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(120／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 2.4.5-4 表 標準 Uボルトの選定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊：Ｐ：引張方向荷重 

Ｑ：せん断方向荷重 

 

 

第 2.4.5-5 表 標準 Uボルトの主要寸法 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて示している

支持構造物の型式

の差異であるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(121／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
第2.4.5-6表 標準Uバンドの選定表 

 
注記 ＊：Ｐ：引張方向荷重 

Ｑ：せん断方向荷重 

Ｆ：配管軸方向荷重 

 

第2.4.5-7表 標準Uバンドの主要寸法 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設で

使用するUバンドに

ついて明記したも

のであり，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(122／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 MOX 燃料加工施設で

使用するUバンドに

ついて明記したも

のであり，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(123／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第2.4.5-8表 二重配管ガイドの選定表 

 
 

 

第2.4.5-9表 二重配管ガイドの主要寸法 

 
 

 

 
 

  MOX 燃料加工施設で

使用する二重配管

ガイドについて明

記したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(124／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.4.6  支持架構及び付属部品の使用材料 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は，JSME S NC1 付

録材料図表Part1に従うものとする。ただし，ラグの材料は当該配管に

適用する材料とする。 

 

2.4.7  支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

(1) 許容応力 

許容応力は，JSME S NC1及びJEAG4601に基づくものとする。 

荷重の組合せに対する許容応力を第2.4.7-1表に示す。 

 

 

第2.4.7-1表 荷重の組合せに対する許容応力＊7，＊8 

 
 

注記 ＊1：すみ肉溶接部にあっては， 大応力に対して1.5･ 

ｆｓとする。 

 

＊2：JSME S NC1 SSB-3121.1(4)a.により求めたｆｂとする。 

 

＊3：応力の 大圧縮値について評価する。 

＊4：自重，熱等により通常時に作用している荷重に，地震に

よる荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮 大値に

ついて評価する。 

＊5：組合せ応力の許容応力は，JSME S NC1に基づく値とす

る。 

＊6：地震動のみによる応力振幅について評価する。 

＊7：材料の許容応力を決定する場合の基準値Fは，JSME S N

C1 付録材料図表 Part5 表8に定める値又は表9に定め

る値の0.7倍のいずれか小さい方の値とする｡ただし，

使用温度が40度を超えるオーステナイト系ステンレス

鋼及び高ニッケル合金にあっては，JSME S NC1 付録材

料図表 Part5 表8に定める値の1.35倍の値，表9に定め

る0.7倍の値又は室温における表8に定める値のいずれ

か小さい値とする｡ 

 

 

4.4.3 支持架構及び付属部品の使用材料 

設計・建設規格の適用を受ける箇所に使用する材料は，設計・

建設規格 付録材料図表Part1 に従うものとする。ただし，ラ

グの材料は当該配管に適用する材料とする。 

 

4.4.4 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示

す。 

(1) 許容応力 

許容応力は，設計・建設規格及び指針に基づくものとする。 

供用状態及び許容応力状態に対する許容応力を表4－13に示

す。 

 

表4－13 供用状態及び許容応力状態の許容応力＊7 ＊8 

 
 

注記 ＊1：すみ肉溶接部にあっては， 大応力に対して1.5・ｆ

ｓとする。 

 

＊2：設計・建設規格 SSB-3121.1(4)a.により求めたｆｂとす

る。 

＊3：応力の 大圧縮値について評価する。 

＊4：自重，熱等により常時作用する荷重に，地震による荷重を

重ね合わせて得られる応力の圧縮 大値について評価する。 

 

＊5：組合せ応力の許容応力は，設計・建設規格に基づく値とす

る。 

＊6：地震動のみによる応力振幅について評価する。 

＊7：材料の許容応力を決定する場合の基準値Ｆは，設計・建設

規格 付録材料図表 Part5 表8 に定める値又は表9 に定める

値の0.7 倍のいずれか小さい方の値とする。ただし，使用温度

が40 度を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金にあっては，設計・建設規格 付録材料図表 Part5表8 に

定める値の1.35 倍の値，表9 に定める0.7 倍の値又は室温に

おける表8に定める値のいずれか小さい値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る MOX 燃料加工施設

の運転状態として

は，通常時の状態，

設計基準事故時の状

態であるため，運転

状態に対する荷重の

組合せを記載してお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(125／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
＊8：ｆｔ

*，ｆｓ
*，ｆｃ

*，ｆｂ
*，ｆｐ

*は，ｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆ

ｂ，ｆｐの値を算出する際にJSME S NC1 SSB-3121.1(1)

本文中｢付録材料図表 Part5 表8に定める値｣とあるの

を｢付録材料図表 Part5 表8に定める値の1.2倍の値｣

と読み替えて計算した値とする｡ 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ：当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷重 

Ｍｄ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(1)により規定される

値 

ボルト等に対してはJSME S NC1 SSB-313

1(1)により規定される値 

 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(2)により規定される

値 

ボルト等に対してはJSME S NC1 SSB-313

1(2)により規定される値 

 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(3)により規定される

値 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(4)により規定される

値 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(5)により規定される

値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊8：ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*は，ｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，

ｆｐの値を算出する際に設計・建設規格 SSB-3121.1(1)本文中

「付録材料図表 Part5 表8 に定める値」とあるのを「付録材

料図表 Part5 表8 に定める値の1.2 倍の値」と読み替えて計

算した値とする。 

 

記号の説明 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(1)により規定される値 

ボルト等に対しては設計・建設規格SSB-3131(1)により規定さ

れる値 

 

 

ｆｓ ：許容せん断応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(2)により規定される値 

ボルト等に対しては設計・建設規格SSB-3131(2)により規定さ

れる値 

 

 

ｆｃ ：許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(3)により規定される値 

 

ｆｂ ：許容曲げ応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(4)により規定される値 

 

ｆｐ ：許容支圧応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(5)により規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第2.4.7-1表の荷重

の組合せ欄を記載

したことに伴い記

号の説明を追加し

たものであるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

942



    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(126／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式 

a. 記号の定義 

支持架構及び付属部品の強度計算に使用する記号は，下記のと

おりとする。 

(a) 支持架構 

 
 

(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式 

a. 記号の定義 

支持架構及び付属部品の強度計算に使用する記号は，下記のと

おりとする。 

(a) 支持架構 

 
 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

支持架構に対する

強度計算に使用す

る記号を記載した

ものであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

943



    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(127／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (b) ラグ 

 
 

(b) ラグ 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

ラグに対する強度

計算に使用する記

号を記載したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(128／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 

945



    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(129／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (c) Uボルト 

 
 

(d) Uバンド 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Ｕボルト 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている U

ボルトに対する強

度計算に使用する

記号を記載したも

のであるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている U

バンドに対する強

度計算に使用する

記号を記載したも

のであるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(130／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
    (e) 二重配管ガイド 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

二重配管ガイドに

対する強度計算に

使用する記号を記

載したものである

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(131／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 b. 強度計算式 

支持架構及び付属部品の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対する

ものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算す

る。また，許容応力は，荷重の組合せ(Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ)に

おける一次応力評価(組合せ)を例として記載したものであり，荷

重の組合せ及び応力種別に応じて適切な許容応力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 支持架構 

支持架構の引張(圧縮)・せん断・曲げ応力を生じる構造部分

の応力は，次の計算式で計算する。 

Ⅰ 構造の代表例 

支持架構の代表例として片持ち形状の支持架構について応

力の計算式を示す。 

 
Ⅱ 各鋼材の計算式 

支持架構の耐震評価は，配管から受ける設計荷重を用いて

構造計算により 大発生応力を算出する。発生応力は，次の

計算式により求める。 

 

 

 

b. 強度計算式 

支持架構及び付属部品の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対する

ものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算

できる。また，許容応力は，許容応力状態ⅢＡＳにおける一次

応力評価（組合せ）を例として記載したものであり，許容応力

状態及び応力種別に応じて適切な許容応力を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 支持架構 

支持架構の引張（圧縮）・せん断・曲げ応力を生じる構造部分の

応力は，次の計算式で計算できる。 

 
 

 

 

 

 

 

• 発電炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る MOX 燃料加工施設

の運転状態として

は，通常時の状態，

設計基準事故時の状

態であるため，運転

状態に対する荷重の

組合せを記載してお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 計算式の説明につ

いて，記載の明確化

を行ったため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(132／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
評価は，次に示す組合せ応力が許容応力以下であることを

確認する。 

 

 

949



    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(133／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (b) ラグ 

Ⅰ 評価部位 

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

(Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 

(Ⅲ) 角形鋼管 

(Ⅳ) 角形鋼管と底板の溶接部 

Ⅱ 各評価部位の計算式 

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

発生応力は，次の計算式により求める。 

円周部の長さについては，安全側に管の直径とする。 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

 

(b) ラグ 

ラグ本体の圧縮・せん断・曲げ応力を算出し，算出結果が許容

応力以内であることを確認する。 

 

 
 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の形状の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

950



    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(134／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 

発生応力は，次の計算式により求める。 

ⅰ すみ肉溶接 

パッド溶接部の応力は，溶接のど厚にて評価する。 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

ⅱ 突合せ溶接 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出して評価を行

う。 

 

  MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の形状の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(135／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

(Ⅲ) 角形鋼管 

発生応力は，次の計算式により求める。 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出して評価を行う。 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の形状の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

952



    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(136／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 評価は，次が成立することを確認する。 

(Ⅳ)  角形鋼管と底板の溶接部 

ⅰ すみ肉溶接 

発生応力は，次の計算式により求める。 

角形鋼管と底板の溶接部の応力は，溶接のど厚にて評

価する。 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

  MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の形状の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(137／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 ⅱ 突合せ溶接 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出して評価を行

う。 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

  MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の形状の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(138／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (c) Uボルト 

Uボルトには，引張方向荷重による引張応力及びせん断方向

荷重によるせん断応力が同時に発生するものとして評価を行

う。 

発生応力は，次の計算式により求める。 

 

 

評価は，次に示すとおり引張及びせん断応力が許容応力以下

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

(c) Ｕボルト 

ＵボルトにはＰＨとＰＶ(ＰＶ’)が作用する。ＰＶの場合はボルト

部に引張力が生じ，ＰＶ’の場合はサドルに圧縮力が生じる。 

 
 

 

ＰＨによりサドルに曲げモーメントとせん断力が生じ，また，

Ａ点におけるモーメントの釣合い式よりボルト部に引張力が

生じる。これらの各荷重により発生する応力についてまとめる

と次式のようになる。 

 

 

 
 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設と

発電炉における支

持構造物の形状の

違いによる差異で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(139／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (d) Uバンド 

Ⅰ ボルト 

ボルトには，引張方向荷重による引張応力及びせん断方

向荷重によるせん断応力が同時に発生するものとして評価

を行う。 

発生応力は次の計算式により求める。 

 

評価は，次に示すとおり引張，せん断及び組合せ応力が

許容応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ パイプバンド 

パイプバンドには，引張方向荷重による曲げ応力が発生

する。 

発生応力は次の計算式により求める。 

評価は，次に示すとおり曲げ応力が許容応力以下である

ことを確認する。 

 

Uバンドの軸方向荷重に対する許容荷重は，ボルトの締付

けトルクから決まる摩擦力に等しい。したがって，Uバンド

の軸方向の許容荷重は，次の計算式で表され，軸方向荷重

が軸方向の許容荷重以下となるようにする。 

 

  MOX 燃料加工施設に

おいて用いている U

バンドの評価式を

記載したものであ

り，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(140／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
      (e) 二重配管ガイド 

二重配管ガイドには，圧縮方向荷重による支圧応力及びせ

ん断方向荷重によるせん断応力が発生するものとして評価

を行う。 

発生応力は，次の計算式により求める。 

 

 
 

 

せん断応力 

支圧応力 

 

評価は，次に示すとおりせん断応力及び支圧応力が許容応

力以下であることを確認する。 

 

 

  MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

二重配管ガイドの

評価式を記載した

ものであり，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(141／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.5  埋込金物の設計 

2.5.1  概要 

埋込金物は，支持装置又は支持架構を建屋側に取り付けるためのも

ので，コンクリート打設前に埋め込まれるものとコンクリート打設後

に設置されるものがある。 

埋込金物の概略図及び埋込金物の代表形状を第2.5.1-1図及び第2.

5.1-2図に示す。 

 

 
第 2.5.1-1 図 埋込金物の概略図 

 

 
第 2.5.1-2 図 埋込金物の代表形状 

4.5 埋込金物の設計 

4.5.1 概要 

埋込金物は，支持装置あるいは支持架構を建屋側に取り付ける

ためのもので，コンクリート打設前に埋め込まれるものとコン

クリート打設後に設置されるものがある。 

埋込金物の概略図，埋込金物の代表形状を図4－2及び図4－3に

示す。 

 

 
図4－2 埋込金物の概略図 

 

 
図4－3 埋込金物の代表形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

埋込金物の代表形

状を記載したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(142／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.5.2  埋込金物の設計 

(1) 設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持構造

物と一体となって支持機能を満たすように設計する。埋込金物の選

定は，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

(2) 荷重条件 

埋込金物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の

組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１

－１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

埋込金物は，コンクリート打設前に設置し，そのまま埋め込まれ

るものと，コンクリート打設後に後打アンカにより取り付けられる

ものとに分類され，施工時期に応じて適用する。 

いずれの場合も支持装置又は支持架構を溶接により剛に建屋側

に取り付ける。 

コンクリート打設前に設置する埋込金物は，鋼板(以下「ベースプ

レート」という。)にスタッドジベルを溶接した埋込板及び基礎ボル

トで，用途及び荷重により数種類の形式に分類される。コンクリー

ト打設後に支持装置及び支持架構の取付けが必要な場合は，メカニ

カルアンカ又はケミカルアンカを使用する。ただし，ケミカルアン

カは，要求される支持機能が維持できる温度条件下で使用する。ま

た，メカニカルアンカは振動が大きい箇所には使用しない。後打ア

ンカの設計は，JEAG4601・補-1984又は「各種合成構造設計指針・同

解説」((社)日本建築学会，2010改定)に基づき設計を行い，アンカ

メーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

 

 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-２-１-11） 

(3)埋込金物の設計 

a. 設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持構

造物と一体となって支持機能を満たすように設計する。埋込金

物の選定は，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

b. 荷重条件 

埋込金物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分

の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，

添付書類「Ⅴ-２-１-９ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c. 種類及び選定 

埋込金物は，コンクリート打設前に設置し，そのまま埋め込ま

れるものと，コンクリート打設後に後打アンカにより取り付け

られるものとに分類され，施工時期に応じて適用する。 

いずれの場合も支持装置又は支持架構を溶接により剛に建屋

側に取り付けることができる。 

コンクリート打設前に設置する埋込金物は，鋼板(以下「ベー

スプレート」という。)にスタッドジベルを溶接した埋込板，基

礎ボルトで，用途及び荷重により数種類の形式に分類される。

コンクリート打設後に支持装置及び支持架構の取付けが必要

な場合は，メカニカルアンカ又はケミカルアンカを使用する。

ただし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維持できる

温度条件下で使用する。また，メカニカルアンカは振動が大き

い箇所には使用しない。後打アンカの設計は，「各種合成構造

設計指針・同解説」(日本建築学会，2010年改定)に基づき設計

を行い，アンカメーカが定める施工要領に従い設置する。 

埋込金物の形状の代表例を，図4-6に示す。 

各種埋込金物の中から，地震時に生じる設計荷重に対して十分

な耐震性を有するものを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１－８ 機能維

持の基本方針」に合

わせた記載として

おり，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 MOX 燃料加工施設に

おける埋込金物の

形状は2.5.1-1図で

示しているため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(143／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.5.3  基礎の設計 

(1) 設計方針 

配管の基礎は，支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し，

有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，配管の支持

方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

 

(2) 荷重条件 

基礎の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組合

せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-２-１-11） 

(4)基礎の設計 

a. 設計方針 

配管の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷重に対し，

有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，配管の

支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

 

b. 荷重条件 

基礎の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組

合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，添付

書類「Ⅴ-２-１-９ 機能維持の基本方針」に従う。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(144／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.5.4  埋込金物の選定 

埋込金物は，発生する荷重に基づき，タイプごとに定められた 大

使用荷重を超えない範囲でタイプを選定する。 

なお， 大使用荷重を超える場合であっても発生する荷重の作用状

態による個別の強度評価により健全性の確認を行うことが可能であ

る。 

標準的な埋込金物の 大使用荷重及び主要寸法を第2.5.4-1表及び

第2.5.4-2表に示す。 

また，ケミカルアンカ及びメカニカルアンカを用いる場合には，使

用箇所に発生する荷重を許容できるものをカタログから選定する。 

 

 

第2.5.4-1表 標準埋込金物の選定表 

 
第2.5.4-2表 標準埋込金物の主要寸法 

 
 

 

2.5.5 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

埋込金物の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

(1) 許容応力及び許容荷重 

許容応力及び許容荷重は，JEAG4601に基づくものとする。 

埋込金物における荷重の組合せに対する許容応力及び許容荷重

を第2.5.5-1表に示す。 

 

第2.5.5-1表 埋込金物における荷重の組合せに対する許容応力及び許

容荷重 

 
 

4.5.2 埋込金物の選定 

埋込金物は，発生する荷重に基づき，タイプごとに定められた

大使用荷重を超えない範囲でタイプを選定する。 

なお， 大使用荷重を超える場合であっても発生する荷重の作

用状態による個別の強度評価により健全性の確認を行うこと

が可能である。 

標準的な埋込金物の 大使用荷重及び主要寸法を表4－14，表4

－15に示す。 

また，ケミカルアンカ及びメタルアンカを用いる場合には，使

用箇所に発生する荷重を許容できるものをカタログから選定

する。 

 

 

 
 

 

4.5.3 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

埋込金物の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

(1) 許容応力及び許容荷重 

許容応力及び許容荷重は，指針に基づくものとする。 

埋込金物における供用状態及び許容応力状態に対する許容応

力及び許容荷重を表4-16に示す。 

 

表4-16 埋込金物における供用状態及び許容応力状態の許容

応力及び許容荷重 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX燃料加工施設

における埋込金

物の違いはJEAG4

601(1987 6.6.4

(3)項)に示され

ている「埋込金物

の評価方法(その

1)」「埋込金物の

評価方法(その

2)」のうち，「その

2」を採用したこ

とによる差異で

あるため，新たな

論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る MOX 燃料加工施設

の運転状態として

は，通常時の状態，

設計基準事故時の状

態であるため，運転

状態に対する荷重の

組合せを記載してお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 MOX燃料加工施設に

おける埋込金物の

設計としては先行

炉(PWR)と同様であ
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(145／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：1.5ｆｂ
*，1.5ｆｔ

*及び1.5ｆｓ
*はJSME S NC1，SSB-3121.3

による。 

＊2：コンクリートの評価においては，せん断荷重はスタッドジ

ベルの評価荷重と同一であることから，許容値の関係よ

りスタッドジベルの評価で代表できる。圧縮評価におい

ても形状及び荷重伝達の観点から引張評価で代表できる

ことから引張荷重の評価を実施する。 

 

 

 

 

 

＊3：埋込板の評価では，コンクリート支圧による許容荷重が引

張荷重による許容荷重より大きいことから，引張荷重を

許容荷重として設定する。 

＊4：許容値は，常温における物性値を用いて算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1：コンクリートの圧縮応力が支配的の場合は圧縮応力につ

いて評価する。 

2：コンクリートの許容荷重は単位系の換算係数を用いて評価

する。 

3：許容値を算出する設計温度は常温を使用するものとする。 

4：埋込金物の 大使用荷重は，プレート，スタッド及びコンク

リートの評価のうち も厳しい部位で決定する。 

5：ｆｔ は，ｆｔの値を算出する際に設計・建設規格 SSB-

3121.1(1)本文中「付録材料図表 Part5 表8 に定める値」とあ

るのを「付録材料図表 Part5 表8 に定める値の1.2 倍の値」

と読み替えて計算した値とする。 

 

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法(その

1)」「埋込金物の評

価方法(その2)」の

うち，「その2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設と

しての設計に基づ

く整理。 

 なお，コンクリート

の評価に対し，引張

荷重のみ実施する

ことは先行炉(PWR)

も同様である。 

 

 

 

 

 MOX燃料加工施設に

おけるコンクリー

トの設計は，先行炉

(PWR)と同様の対応

としており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(146／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ：当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷重 

Ｍｄ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して

JSME S NC1 SSB-3121.1(1)により規定

される値 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して

JSME S NC1 SSB-3121.1(2)により規定

される値 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して

JSME S NC1 SSB-3121.1(3)により規定

される値 

Ｆｃ，Ａｃ，ｓｃＡ，Ｅｃ  (2)項の記号の定義による 

 

(2) 強度計算式 

a. 記号の定義 

埋込金物の強度計算に使用する記号は，下記のとおりとする。 

 
 

記号の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(1)により規定される値 

 

Ｓｙ ：設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 

に規定される値 

 

Ｆｃ，Ａｃ，α，Ａ0，Ｅｃ，Ａｂ ：(2)項の記号の定義による 

 

 

 

 

(2) 強度計算式 

a. 記号の定義 

埋込金物の強度計算に使用する記号は，下記のとおりとする。 

 
 

 

 第2.5.5-1表の荷重

の組合せ欄を記載

に伴い記号の説明

を追加したもので

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

埋込金物に対する

強度計算に使用す

る記号を記載した

ものであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(147／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

  
 

b. 強度計算式 

埋込板には，支持架構より次の荷重が作用する。 

(a) 軸方向荷重 

(b) 曲げモーメント 

(c) せん断荷重 

(d) 回転モーメント 

以上の荷重により， 

Ⅰ ベースプレートには，(a)項と(b)項の荷重の組合せによ

り，曲げ応力が発生する。 

Ⅱ スタッドジベルには，(a)項と(b)項の荷重の組合せによ

り，引張応力が発生する。また，(c)項と(d)項の荷重の組合

せにより，せん断応力が発生する。 

Ⅲ コンクリートには，(a)項と(b)項の荷重の組合せにより，

引張応力が発生する。 

発生応力及び発生荷重は，「鉄骨柱脚部の力学性状に関す

る実験的研究(軸圧縮力と曲げモーメントを受ける場合)」

((社)日本建築学会，1982年)に基づき，次の計算式により求

める。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対

するものであり，記載のない形状についても，同様の計算式

で計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 強度計算式 

埋込金物の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す許容応力及び許容荷重は，許容応力状態ⅢＡ

Ｓにおける評価を例として記載したものであり，各評価部位の

供用状態に応じて適切な許容応力及び許容荷重を用いる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいて用いている

埋込金物に対する

強度計算に使用す

る記号を記載した

ものであるため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おける埋込金物の

設計としては先行

炉(PWR)と同様であ

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法(その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(148／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(Ⅰ) ベースプレートの計算式 

ⅰ ベースプレートの圧縮側の曲げ応力 

 

ここで 

 

 

(a) プレートの計算式 

 

 
 

 

 MOX 燃料加工施設に

おける埋込金物の

設計としては先行

炉(PWR)と同様であ

り，発電炉との違

いについては，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金

物の評価方法(その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を

採用したことによ

る差異であるた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(149／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 ⅱ ベースプレートの引張側の曲げ応力 

 

 

(Ⅱ) スタッドジベルの計算式 

ⅰ スタッドジベルの引張応力 

 

 

ここで 

 

 

ⅱ スタッドジベルのせん断応力 

 

 

(Ⅲ) コンクリートの計算式 

ⅰ コンクリートのコーン状破壊における引張荷重 

 

 

なお，(Ⅰ)～(Ⅲ)項の計算で使用する，Ｘｎ及びｅを次

に示す。 

 

 

 

 

ここで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) スタッドの計算式(引張応力) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) コンクリートの計算式(せん断荷重) 

 
 

(d) コンクリートの計算式（引張荷重を受ける場合のシアコ

ーン） 

 
 

(e) コンクリートの計算式（引張荷重を受ける場合の支圧） 

 
 

 MOX 燃料加工施設に

おける埋込金物の

設計としては先行

炉(PWR)と同様であ

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法(その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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    発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(150／268) 
別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

c. 応力評価 

評価は，b項で求めた発生応力及び発生荷重が許容値以下であ

ることを確認する。 

(a) ベースプレートの評価 

 

 

(b) スタッドジベルの評価 

 

 

(c) コンクリートの評価 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おける埋込金物の

設計としては先行

炉(PWR)と同様であ

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法(その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(151／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 3. 耐震評価結果 

 耐震評価結果は，標準支持間隔法により得られる支持点荷重を用いて

設計する支持構造物に適用する。 

 

 

 

 

3.1 支持構造物の耐震評価結果 

 

 各支持構造物について，定められた評価荷重に対して十分な耐震強度

を有することを確認した結果を示す。 

 なお，支持構造物は口径及び材質に応じた支持点荷重に対していずれ

も同等の耐震裕度となるよう設計しており，本項では代表的な型式に対

する耐震評価結果を示す。 

 

支持構造物における評価結果の纏め表を第3.1-1表に示す。 

 

第3.1-1表 支持構造物の評価結果纏め表＊ 

 
注記  ＊:各評価において定格荷重又は最大使用荷重を超えた場合でも

実際に使用される当該温度による個別の評価により，健全性の

確認を行うことが可能である。 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

5. 耐震評価結果 

 

 

 

 

 

 

5.1 支持構造物の耐震評価結果 

5.1.1 概要 

各支持構造物について，定められた評価荷重に対して十分な耐

震強度を有することを確認した結果を以下に示す。 

 

 

 

5.1.2 支持構造物の耐震評価結果 

支持構造物における評価結果の纏め表を表5－1に示す。 

 

表5－1 支持構造物の評価結果纏め表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：各評価において最大使用荷重を超えた場合でも実際に使用

される当該温度による個別の評価により，健全性の確認を行う

ことが可能である。 

 

 

 

• 耐震評価結果の適

用範囲を明記した

ものであり，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

• 本項に記載のない

支持構造物につい

ての記載内容を充

実化したものであ

り，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

• 先行炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る MOX 燃料加工施設

の運転状態として

は，通常時の状態，

設計基準事故時の状

態であるため，運転

状態に対する荷重の

組合せを記載してお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第3.1-1表の荷重の

組合せ欄の記載に

伴い記号の説明を

追加したものであ

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(152／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(1/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(153／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(2/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

970



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(154／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(3/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
                                 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(155／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(4/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(156／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(1/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(157／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(2/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

974



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(158／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(3/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(159／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(4/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(160／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(5/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(161／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(6/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(162／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(7/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

979



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(163／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(8/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(164／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(9/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(165／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(10/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

982



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(166／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(11/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

983



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(167／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(1/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

984



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(168／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(2/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

985



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(169／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(3/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

986



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(170／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(4/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

987



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(171／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(5/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

988



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(172／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(6/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

989



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(173／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(7/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

990



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(174／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(8/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

991



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(175／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(9/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

992



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(176／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(10/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

993



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(177／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(11/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

994



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(178／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(12/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

995



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(179／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(13/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

996



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(180／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(14/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

997



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(181／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(1/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

998



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(182／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(2/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 
 

 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

999



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(183／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(3/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1000



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(184／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(4/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1001



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(185／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(5/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1002



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(186／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(6/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1003



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(187／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(7/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1004



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(188／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(8/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1005



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(189／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(9/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1006



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(190／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(10/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1007



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(191／268) 

別紙４－11 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(11/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1008




